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先行自治体の課税要件について（１／２）

都道府県 市町村

東京都 大阪府 福岡県 京都市 金沢市 俱知安町 福岡市 北九州市 長崎市

施行日 平成１４年１０月～ 平成２９年１月～ 令和２年４月～ 平成３０年１０月～ 平成３１年４月～ 令和元年１１月～ 令和２年４月～ 令和２年４月～ 令和５年４月～

課税客体 次の宿泊施設への
宿泊行為

次の宿泊施設への宿泊
行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

次の宿泊施設への宿
泊行為

・旅館業法上のホテ
ル、旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

課税標準 １人あたりの１泊の
宿泊料金

１人あたりの１泊の宿泊
料金

１人あたりの１泊の宿
泊料金

１人あたりの１泊の宿
泊料金

１人あたりの１泊の宿
泊料金

１人１泊または１部屋１
泊あたりの宿泊料金

１人あたりの１泊の宿
泊料金

１人あたりの１泊の宿
泊料金

１人あたりの１泊の宿
泊料金

納税義務者 宿泊者 宿泊者 宿泊者 宿泊者 宿泊者 宿泊者 宿泊者 宿泊者 宿泊者

徴収方法 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収

特別徴収義務者 旅館業法第３条第１
項の許可を受けた
者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

旅館業法第３条第１項
の許可を受けた者

・旅館業法上のホテ
ル、旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・旅館業法上のホテル、
旅館、簡易宿所

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・住宅宿泊事業法上の
民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

・国際戦略特区法上の
特区民泊施設

申告期限 １日から末日までの
期間の税金を翌月
末日までに申告納
付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日ま
でに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付

１日から末日までの期
間の税金を翌月末日
までに申告納付
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先行自治体の課税要件について（２／２）

都道府県 市町村

東京都 大阪府 福岡県 京都市 金沢市 俱知安町 福岡市 北九州市 長崎市

税 率

①15,000円未満
⇒１００円
②15,000円以上
⇒２００円

①15,000円未満
⇒１００円
②15,000～
20,000円未満
⇒２００円
③20,000円以上
⇒３００円

２００円 ①20,000円未満
⇒２００円
②20,00０～
50,000円未満
⇒500円
③50,000円以上
⇒1,000円

①20,000円未満
⇒２００円
②20,000円以上
⇒５００円

宿泊料金の２％ ①20,000円未満
⇒１５０円
②20,000円以上
⇒４５０円

１５０円 ①10,000円未満
⇒１００円
②10,000～
20,000円未満
⇒２００円
③20,000円以上
⇒５００円

免税点 10,000円 7,000円 なし なし なし なし なし なし なし

課税免除
（外交大使以外）

なし

なし
※万博開催期間中のみ
修学旅行生等の取扱い
を再度検討

なし

小・中学校、高校の
修学旅行その他学
校行事に参加する
児童、生徒、学生、
引率者 なし

小・中学校、高校の
修学旅行その他学
校行事に参加する
児童、生徒、学生、
引率者 なし なし

小・中学校、高校の修
学旅行その他学校行
事に参加する児童、生
徒、学生、引率者

その他部活動やス
ポーツ大会参加者で
ある児童、生徒、引率
者

見直し期間
５年ごと ５年ごと

施行後３年、そ
の後５年ごと

５年ごと ５年ごと ５年ごと ５年ごと ５年ごと ５年ごと

特別徴収交付金
交付額

納付された金額の
２．５％
【交付上限額】
1,000,000円

①すべて納期内に完納
⇒納期内完納額の3.0％
②納期内に未納の月があ
る
⇒納期内完納額の２．５％
③加算額を伴う増額更生
⇒納期内完納額の1.5％

納期内納入額の
3.0％
（令和７年度以降
は2.5％）
【交付上限額】
2,000,000円

納期内納入額の
3.0％
（令和６年度以降は
2.5％）
【交付上限額】
2,000,000円

納期内納入額の
3.0％
（令和６年度以降は
2.5％）
※令和５年度までは１
月毎に1,000円加算
【交付上限額】
500,000円
※前期後期の２回で
各500,000円

①すべて納期内に完
納
⇒納期内完納額の
3.0％
②納期内に未納の月
がある
⇒納期内完納額の２．
５％
③加算額を伴う増額
更生
⇒納期内完納額の
1.5％

納期内納入額の
3.0％
（令和７年度以降は
2.5％）
【交付上限額】
2,000,000円

納期内納入額の
3.0％
（令和７年度以降は
2.5％）
【交付上限額】
2,000,000円

納期内納入額の
2.5％
【交付上限額】
500,000円

２



団体名 交付金試算額（円） 団体名 交付金試算額（円）

千葉市 155,641,000 八街市 2,644,000

銚子市 12,314,000 印西市 1,836,000

市川市 14,287,000 白井市 920,000

船橋市 5,702,000 富里市 1,478,000

館山市 26,721,000 南房総市 34,735,000

木更津市 57,451,000 匝瑳市 1,510,000

松戸市 7,497,000 香取市 16,283,000

野田市 5,363,000 山武市 5,432,000

茂原市 4,514,000 いすみ市 1,789,000

成田市 102,264,000 大網白里市 395,000

佐倉市 7,684,000 酒々井町 8,707,000

東金市 3,762,000 栄町 442,000

旭市 9,752,000 神崎町 1,220,000

習志野市 3,018,000 多古町 1,638,000

柏市 34,807,000 東庄町 339,000

勝浦市 14,317,000 九十九里町 5,129,000

市原市 29,010,000 芝山町 896,000

流山市 1,844,000 横芝光町 1,754,000

八千代市 1,538,000 一宮町 3,464,000

我孫子市 3,203,000 睦沢町 818,000

鴨川市 46,296,000 長生村 923,000

鎌ヶ谷市 3,193,000 白子町 9,149,000

君津市 13,680,000 長柄町 3,594,000

富津市 6,871,000 長南町 1,006,000

浦安市 352,172,000 大多喜町 3,892,000

四街道市 148,000 御宿町 6,058,000

袖ケ浦市 4,098,000 鋸南町 6,802,000

合計 1,050,000,000

市町村への交付金試算額

税収を42億円と仮定し、市町村への配分のうち80%を宿泊者数、20%を旅行者数で配分した
場合に、令和4年千葉県観光入込調査報告書の観光入込客数及び宿泊客数に基づき試算
※千円未満は四捨五入

この試算は市町村に対して大まかな規模感を提示するものであり、

必ずしもこの金額が交付されるものではありません

参考資料３

３
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市独自導入宿泊税

千葉県宿泊税
交付金

(57,451)

　　　　　　※県試算値

入湯税

（23,523）

令和５年度決算に

おける「観光費」

（106,993）

※千葉県誕生150周年事業に

係る負担金を除く

6

既存事業へ
充当できない

単位（千円）

宿泊税のイメージ

〈千葉県宿泊税交付金の要件〉

交付金の活用が認められない事例については、各市町村
で独自に宿泊税の上乗せを行い、その財源で実施するこ
とも可能。
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